
委 託 業 務 処 理 要 領

この要領は、委託契約書第１条第１項の規定により、人工透析装置の保守点検業務の処理に関

し、必要な事項を定めるものとする。

第１ 保守点検対象機器

東レメディカル(株)

装 置 名 台数 実施時期

逆浸透法精製水製造装置 TW-900R １台 ５月

多人数用透析液供給装置 TC-20R １台 ５月

A 粉末剤自動溶解装置 TP-AHI-R １台 ５月

B 粉末剤自動溶解装置 TP-BHI-R １台 ５月

透析用監視装置 TR-3300M 14台 11月

浸透圧計 １台 11月

第２ 保守点検の方法

（１）定期点検の実施時期については、５月及び11月の年２回とし、上記設備の清掃、点検、注

油及び調整を行うこと。

（２）受託者は、別紙保守点検項目表により点検、整備を行うほか、委託者の判断により必要と

認めた場合は、付属機器に対しても修理又は取替えを行うものとする。

（３）機器に異状があるときは、契約書第８条に規定する点検・修繕を行うこと。

第３ 業務処理上の留意事項

業務の処理に当たっては、業務担当員と十分打ち合わせを行い、事故の防止に努めるもの

とする。

第４ 費用の区分

（１）清掃、点検、注油及び随時保守に必要な消耗品については、受託者の負担とする。

（２）契約書第７条及び第８条に必要な消耗部品（別紙「交換部品一覧」）は、受託者の負担と

する。

第５ 使用材料

保守に関する材料、器具等は一切受託者の負担とし、あらかじめ委託者の検査を受けるも

のとする。

第６ その他

委託業務を処理するに当たって不明な点がある場合は、その都度、業務担当員の指示に従

うこと。


